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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドナー発展型ノードＢ（ドナーｅＮＢ）（１００４）から中継ノード（１００６）への
伝送（１０１０）と、前記中継ノード（１００６）から前記中継ノード（１００６）に接
続する少なくとも１つの移動端末（１００８）への下りリンク伝送（１０１２）との間の
干渉を回避又は軽減するための、無線通信システムの前記中継ノード（１００６）におけ
る方法であって、
　前記中継ノードから前記少なくとも１つの移動端末への前記下りリンク伝送（１０１２
）に少なくとも１つの中断を設けるステップと、
　前記少なくとも１つの中断の間に、前記ドナーｅＮＢ（１００４）からの前記伝送（１
０１０）を受信するステップと、
を含み、
　前記下りリンク伝送（１０１２）と、前記ドナーｅＮＢからの前記伝送（１０１０）は
、重複した周波数帯域で行われ、
　前記少なくとも１つの中断は、マルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワ
ーク・サブフレーム・フォーマット（ＭＢＳＦＮサブフレーム・フォーマット）を使用す
ることによって設けられており、
　前記ドナーｅＮＢから前記中継ノードへの前記伝送におけるサブフレームは、前記下り
リンクのサブフレームに対して１つ以上のＯＦＤＭシンボル期間だけ時間シフト（６０４
）される、
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ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの中断は、後方互換を可能にさせる対象の移動端末であるレガシー
移動端末が知っている前記ＭＢＳＦＮサブフレーム・フォーマットを使用することによっ
て設けられている、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの中断は、サブフレームの内容が、参照シンボル及び制御信号に制
限されている前記ＭＢＳＦＮサブフレーム・フォーマットを使用することによって設けら
れ、
　前記参照シンボル及び前記制御信号に割り当てられている前記サブフレームのＯＦＤＭ
シンボルの数は３シンボル未満である、
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記時間シフトされるＯＦＤＭシンボル期間の数は、前記中継ノードのセル内のサブフ
レームに使用されている制御領域の期間（４０４）に基づき選択される、
ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記ドナーｅＮＢから前記中継ノードへの前記伝送における少なくとも１つのサブフレ
ームの最終部（７０６）は未使用のまま伝送される、
ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記未使用の部分の時間長（７０４）は、前記サブフレームの前記時間シフトされるＯ
ＦＤＭシンボル期間の数に依存する、
ことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　ドナー発展型ノードＢ（ドナーｅＮＢ）（１００４）から中継ノード（１００６）への
伝送（１０１０）と、前記中継ノード（１００６）から前記中継ノード（１００６）に接
続する少なくとも１つの移動端末（１００８）への下りリンク伝送（１０１２）との間の
干渉を回避又は軽減するための、無線通信システムの前記中継ノード（１００６）におけ
る方法であって、
　前記中継ノードから前記少なくとも１つの移動端末への前記下りリンク伝送（１０１２
）に少なくとも１つの中断を設けるステップと、
　前記少なくとも１つの中断の間に、前記ドナーｅＮＢ（１００４）からの前記伝送（１
０１０）を受信するステップと、
を含み、
　前記下りリンク伝送（１０１２）と、前記ドナーｅＮＢからの前記伝送（１０１０）は
、重複した周波数帯域で行われ、
　前記少なくとも１つの中断は、マルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワ
ーク・サブフレーム・フォーマット（ＭＢＳＦＮサブフレーム・フォーマット）を使用す
ることによって設けられており、
　前記下りリンクの中断の数は、無線フレーム当たり複数の中断から、１未満の中断の間
で変化させることができる、
ことを特徴とする方法。
【請求項８】
　ドナー発展型ノードＢ（ドナーｅＮＢ）（１００４）から中継ノード（１００６）への
伝送（１０１０）と、前記中継ノード（１００６）から前記中継ノード（１００６）に接
続する少なくとも１つの移動端末（１００８）への下りリンク伝送（１０１２）との間の
干渉を回避又は軽減するための、無線通信システムの前記中継ノード（１００６）におけ
る方法であって、
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　前記中継ノードから前記少なくとも１つの移動端末への前記下りリンク伝送（１０１２
）に少なくとも１つの中断を設けるステップと、
　前記少なくとも１つの中断の間に、前記ドナーｅＮＢ（１００４）からの前記伝送（１
０１０）を受信するステップと、
を含み、
　前記下りリンク伝送（１０１２）と、前記ドナーｅＮＢからの前記伝送（１０１０）は
、重複した周波数帯域で行われ、
　前記少なくとも１つの中断は、マルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワ
ーク・サブフレーム・フォーマット（ＭＢＳＦＮサブフレーム・フォーマット）を使用す
ることによって設けられており、
　前記中継ノードは、前記中断を設けるべき時点を決定し、
　前記中継ノードは、前記下りリンク伝送に設ける中断の時間間隔を、関係する移動端末
と、必要に応じて前記ドナーｅＮＢに通知する、
ことを特徴とする方法。
【請求項９】
　ドナー発展型ノードＢ（ドナーｅＮＢ）（１００４）から中継ノード（１００６）への
伝送（１０１０）と、前記中継ノード（１００６）から前記中継ノード（１００６）に接
続する少なくとも１つの移動端末（１００８）への下りリンク伝送（１０１２）との間の
干渉を回避又は軽減するための、無線通信システムの前記中継ノード（１００６）におけ
る方法であって、
　前記中継ノードから前記少なくとも１つの移動端末への前記下りリンク伝送（１０１２
）に少なくとも１つの中断を設けるステップと、
　前記少なくとも１つの中断の間に、前記ドナーｅＮＢ（１００４）からの前記伝送（１
０１０）を受信するステップと、
を含み、
　前記下りリンク伝送（１０１２）と、前記ドナーｅＮＢからの前記伝送（１０１０）は
、重複した周波数帯域で行われ、
　前記少なくとも１つの中断は、マルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワ
ーク・サブフレーム・フォーマット（ＭＢＳＦＮサブフレーム・フォーマット）を使用す
ることによって設けられており、
　前記中継ノードは、前記中断を設けるべき時点を前記ドナーｅＮＢから通知され、
　前記中継ノードは、前記下りリンク伝送に設ける中断の時間間隔を、関係する移動端末
に通知する、
ことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　ドナー発展型ノードＢ（ドナーｅＮＢ）（９００、１００４）から中継ノード（８００
、１００６）への伝送（８０８、１０１０）と、前記中継ノードから前記中継ノードに接
続する少なくとも１つの移動端末（１００８）への下りリンク伝送（８０６、１０１２）
との間の干渉を回避又は軽減する様に構成された、無線通信システムの前記中継ノードで
あって、
　前記中継ノードから前記少なくとも１つの移動端末（１００８）への前記下りリンク伝
送に少なくとも１つの中断を設ける様に構成された干渉回避部（８０２）と、
　前記少なくとも１つの中断の間に、前記ドナーｅＮＢからの前記伝送（８０８、１０１
０）を受信する様に構成された受信部（８０４）と、
を備えており、
　前記下りリンク伝送（８０６、１０１２）と、前記ドナーｅＮＢからの前記伝送（８０
８、１０１０）は、重複した周波数帯域で行われ、
　前記少なくとも１つの中断は、マルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワ
ーク・サブフレーム・フォーマット（ＭＢＳＦＮサブフレーム・フォーマット）を使用す
ることによって設けられており、
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　前記受信部は、前記下りリンクのサブフレームに対して１つ以上のＯＦＤＭシンボル期
間だけ時間シフトされている、前記ドナーｅＮＢから前記中継ノードへの前記伝送におけ
るサブフレームを受信する様に、更に、構成されている、
ことを特徴とする中継ノード。
【請求項１１】
　前記干渉回避部は、後方互換を可能にさせる対象の移動端末であるレガシー移動端末が
知っている前記ＭＢＳＦＮサブフレーム・フォーマットを使用することによって、前記少
なくとも１つの中断を設ける様に、更に、構成されている、
ことを特徴とする請求項１０に記載の中継ノード。
【請求項１２】
　前記干渉回避部は、サブフレームの内容が、参照シンボル及び制御信号に制限されてい
る前記ＭＢＳＦＮサブフレーム・フォーマットを使用することによって、前記少なくとも
１つの中断を設ける様に、更に、構成され、
　前記参照シンボル及び前記制御信号に割り当てられている前記サブフレームのＯＦＤＭ
シンボルの数は３シンボル未満である、
ことを特徴とする請求項１０又は１１に記載の中継ノード。
【請求項１３】
　前記受信部は、前記時間シフトされているＯＦＤＭシンボル期間の数が、前記中継ノー
ドのセル内のサブフレームに使用されている制御領域の期間に基づき選択されているサブ
フレームを受信する様に、更に、構成されている、
ことを特徴とする請求項１０から１２のいずれか１項に記載の中継ノード。
【請求項１４】
　前記受信部は、前記ドナーｅＮＢから前記中継ノードへの前記伝送における少なくとも
１つのサブフレームの最終部が未使用のまま伝送されているサブフレームを受信する様に
、更に、構成されている、
ことを特徴とする請求項１０から１３のいずれか１項に記載の中継ノード。
【請求項１５】
　前記受信部は、前記未使用の部分の時間長が、前記サブフレームの前記時間シフトされ
ているＯＦＤＭシンボル期間の数に依存しているサブフレームを受信する様に、更に、構
成されている、
ことを特徴とする請求項１４に記載の中継ノード。
【請求項１６】
　ドナー発展型ノードＢ（ドナーｅＮＢ）（９００、１００４）から中継ノード（８００
、１００６）への伝送（８０８、１０１０）と、前記中継ノードから前記中継ノードに接
続する少なくとも１つの移動端末（１００８）への下りリンク伝送（８０６、１０１２）
との間の干渉を回避又は軽減する様に構成された、無線通信システムの前記中継ノードで
あって、
　前記中継ノードから前記少なくとも１つの移動端末（１００８）への前記下りリンク伝
送に少なくとも１つの中断を設ける様に構成された干渉回避部（８０２）と、
　前記少なくとも１つの中断の間に、前記ドナーｅＮＢからの前記伝送（８０８、１０１
０）を受信する様に構成された受信部（８０４）と、
を備えており、
　前記下りリンク伝送（８０６、１０１２）と、前記ドナーｅＮＢからの前記伝送（８０
８、１０１０）は、重複した周波数帯域で行われ、
　前記少なくとも１つの中断は、マルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワ
ーク・サブフレーム・フォーマット（ＭＢＳＦＮサブフレーム・フォーマット）を使用す
ることによって設けられており、
　前記干渉回避部は、前記下りリンクの中断の数を、無線フレーム当たり複数の中断から
、１未満の中断の間で変化させることができる様に、更に、構成されている、
ことを特徴とする中継ノード。
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【請求項１７】
　ドナー発展型ノードＢ（ドナーｅＮＢ）（９００、１００４）から中継ノード（８００
、１００６）への伝送（８０８、１０１０）と、前記中継ノードから前記中継ノードに接
続する少なくとも１つの移動端末（１００８）への下りリンク伝送（８０６、１０１２）
との間の干渉を回避又は軽減する様に構成された、無線通信システムの前記中継ノードで
あって、
　前記中継ノードから前記少なくとも１つの移動端末（１００８）への前記下りリンク伝
送に少なくとも１つの中断を設ける様に構成された干渉回避部（８０２）と、
　前記少なくとも１つの中断の間に、前記ドナーｅＮＢからの前記伝送（８０８、１０１
０）を受信する様に構成された受信部（８０４）と、
を備えており、
　前記下りリンク伝送（８０６、１０１２）と、前記ドナーｅＮＢからの前記伝送（８０
８、１０１０）は、重複した周波数帯域で行われ、
　前記少なくとも１つの中断は、マルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワ
ーク・サブフレーム・フォーマット（ＭＢＳＦＮサブフレーム・フォーマット）を使用す
ることによって設けられており、
　前記中継ノードは、前記中断を設けるべき時点を決定する様に構成され、
　前記中継ノードは、前記下りリンク伝送に設ける中断の時間間隔を、関係する移動端末
と、必要に応じて前記ドナーｅＮＢに通知する様に、更に、構成されている、
ことを特徴とする中継ノード。
【請求項１８】
　ドナー発展型ノードＢ（ドナーｅＮＢ）（９００、１００４）から中継ノード（８００
、１００６）への伝送（８０８、１０１０）と、前記中継ノードから前記中継ノードに接
続する少なくとも１つの移動端末（１００８）への下りリンク伝送（８０６、１０１２）
との間の干渉を回避又は軽減する様に構成された、無線通信システムの前記中継ノードで
あって、
　前記中継ノードから前記少なくとも１つの移動端末（１００８）への前記下りリンク伝
送に少なくとも１つの中断を設ける様に構成された干渉回避部（８０２）と、
　前記少なくとも１つの中断の間に、前記ドナーｅＮＢからの前記伝送（８０８、１０１
０）を受信する様に構成された受信部（８０４）と、
を備えており、
　前記下りリンク伝送（８０６、１０１２）と、前記ドナーｅＮＢからの前記伝送（８０
８、１０１０）は、重複した周波数帯域で行われ、
　前記少なくとも１つの中断は、マルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワ
ーク・サブフレーム・フォーマット（ＭＢＳＦＮサブフレーム・フォーマット）を使用す
ることによって設けられており、
　前記中継ノードは、前記中断を設けるべき時点を前記ドナーｅＮＢから通知される様に
構成され、
　前記中継ノードは、前記下りリンク伝送に設ける中断の時間間隔を、関係する移動端末
に通知する様に、更に、構成されている、
ことを特徴とする中継ノード。
【請求項１９】
　無線通信システムの請求項１０、１６、１７及び１８のいずれか１個に記載の中継ノー
ド（８００、１００６）に接続するドナー発展型ノードＢ（ドナーｅＮＢ）（９００、１
００４）であって、
　前記ドナーｅＮＢは、前記ドナーｅＮＢから前記中継ノードへの伝送（９０６、１０１
０）と、前記中継ノードから前記中継ノードに接続する少なくとも１つの移動端末（１０
０８）への下りリンク伝送（８０６、１０１２）との間の干渉を回避又は軽減する様に構
成されており、
　前記中継ノード宛てのサブフレームを、前記中継ノードの下りリンクのサブフレームに
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対して、１つ以上のＯＦＤＭシンボル期間だけ時間シフト（６０４）させる様に構成され
ている時間シフト部（９０２）と、
　前記中継ノードに前記時間シフトされたサブフレームと他のサブフレームを送信する様
に構成されている送信部（９０４）と、
を備えており、
　前記下りリンク伝送（８０６、１０１２）と、前記ドナーｅＮＢからの前記伝送（９０
６、１０１０）は、重複した周波数帯域で行われ、
　前記ドナーｅＮＢは、前記中継ノードの前記下りリンク伝送に設ける中断の時間間隔を
、前記中継ノードから通知される様に構成されている、
ことを特徴とするドナーｅＮＢ。
【請求項２０】
　前記時間シフト部は、前記時間シフトされるＯＦＤＭシンボル期間の数を、前記中継ノ
ードのセル内のサブフレームに使用される制御領域の期間に基づき選択する様に、更に、
構成されている、
ことを特徴とする請求項１９に記載のドナーｅＮＢ。
【請求項２１】
　前記ドナーｅＮＢから前記中継ノードへの前記伝送における少なくとも１つのサブフレ
ームの最終部を未使用のまま伝送する様に構成されている送信期間短縮部を、更に、備え
ている、
ことを特徴とする請求項１９又は２０に記載のドナーｅＮＢ。
【請求項２２】
　前記送信期間短縮部は、前記未使用の部分の時間長を、前記サブフレームの前記時間シ
フトされるＯＦＤＭシンボル期間の数に依存させる様に、更に、構成されている、
ことを特徴とする請求項２１に記載のドナーｅＮＢ。
【請求項２３】
　前記中断は、マルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワーク・サブフレー
ム・フォーマット（ＭＢＳＦＮサブフレーム・フォーマット）内にある、
ことを特徴とする請求項１９から２２のいずれか１項に記載のドナーｅＮＢ。
【請求項２４】
　無線通信システムの干渉を回避又は軽減する様に構成されたシステムであって、
　ドナー・セル（１００２）を制御する発展型ノードＢ（ｅＮＢ）（１００４）と、
　中継ノード（１００６）と、
を備えており、
　少なくとも１つの移動端末（１００８）が前記中継ノードに接続されている場合、
　前記中継ノードは、　
　前記移動端末への伝送（１０１２）に少なくとも１つの中断を設け、
　前記少なくとも１つの中断の間、前記ドナー・セルを制御する前記ｅＮＢからの伝送（
１０１０）を受信する、
様に構成されており、
　前記移動端末への前記伝送（１０１２）と、前記ｅＮＢからの前記伝送（１０１０）は
、重複した周波数帯域で行われ、
　前記少なくとも１つの中断は、マルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワ
ーク・サブフレーム・フォーマット（ＭＢＳＦＮサブフレーム・フォーマット）を使用す
ることによって設けられており、
　前記ｅＮＢから前記中継ノードへの前記伝送におけるサブフレームは、前記中継ノード
から前記移動端末への伝送におけるサブフレームに対して１つ以上のＯＦＤＭシンボル期
間だけ時間シフト（６０４）される、
ことを特徴とするシステム。
【請求項２５】
　無線通信システムの干渉を回避又は軽減する様に構成されたシステムであって、
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　ドナー・セル（１００２）を制御する発展型ノードＢ（ｅＮＢ）（１００４）と、
　中継ノード（１００６）と、
を備えており、
　少なくとも１つの移動端末（１００８）が前記中継ノードに接続されている場合、
　前記中継ノードは、　
　前記移動端末への伝送（１０１２）に少なくとも１つの中断を設け、
　前記少なくとも１つの中断の間、前記ドナー・セルを制御する前記ｅＮＢからの伝送（
１０１０）を受信する、
様に構成されており、
　前記移動端末への前記伝送（１０１２）と、前記ｅＮＢからの前記伝送（１０１０）は
、重複した周波数帯域で行われ、
　前記少なくとも１つの中断は、マルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワ
ーク・サブフレーム・フォーマット（ＭＢＳＦＮサブフレーム・フォーマット）を使用す
ることによって設けられており、
　前記中断の数は、無線フレーム当たり複数の中断から、１未満の中断の間で変化させる
ことができる、
ことを特徴とするシステム。
【請求項２６】
　無線通信システムの干渉を回避又は軽減する様に構成されたシステムであって、
　ドナー・セル（１００２）を制御する発展型ノードＢ（ｅＮＢ）（１００４）と、
　中継ノード（１００６）と、
を備えており、
　少なくとも１つの移動端末（１００８）が前記中継ノードに接続されている場合、
　前記中継ノードは、　
　前記移動端末への伝送（１０１２）に少なくとも１つの中断を設け、
　前記少なくとも１つの中断の間、前記ドナー・セルを制御する前記ｅＮＢからの伝送（
１０１０）を受信する、
様に構成されており、
　前記移動端末への前記伝送（１０１２）と、前記ｅＮＢからの前記伝送（１０１０）は
、重複した周波数帯域で行われ、
　前記少なくとも１つの中断は、マルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワ
ーク・サブフレーム・フォーマット（ＭＢＳＦＮサブフレーム・フォーマット）を使用す
ることによって設けられており、
　前記中継ノードは、前記中断を設けるべき時点を決定し、
　前記中継ノードは、前記中断の時間間隔を、関係する移動端末と、必要に応じて前記ｅ
ＮＢに通知する、
ことを特徴とするシステム。
【請求項２７】
　無線通信システムの干渉を回避又は軽減する様に構成されたシステムであって、
　ドナー・セル（１００２）を制御する発展型ノードＢ（ｅＮＢ）（１００４）と、
　中継ノード（１００６）と、
を備えており、
　少なくとも１つの移動端末（１００８）が前記中継ノードに接続されている場合、
　前記中継ノードは、　
　前記移動端末への伝送（１０１２）に少なくとも１つの中断を設け、
　前記少なくとも１つの中断の間、前記ドナー・セルを制御する前記ｅＮＢからの伝送（
１０１０）を受信する、
様に構成されており、
　前記移動端末への前記伝送（１０１２）と、前記ｅＮＢからの前記伝送（１０１０）は
、重複した周波数帯域で行われ、
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　前記少なくとも１つの中断は、マルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワ
ーク・サブフレーム・フォーマット（ＭＢＳＦＮサブフレーム・フォーマット）を使用す
ることによって設けられており、
　前記中継ノードは、前記中断を設けるべき時点を前記ｅＮＢから通知され、
　前記中継ノードは、前記中断の時間間隔を、関係する移動端末に通知する、
ことを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、詳細にはＥ－ＵＴＲＡＮ（発展型汎用地上無線アクセス・ネットワーク）に
おける後方互換セルフ・バックホールを可能にする通信システムの方法及び構成に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　基地局に接続する無線中継ノードの使用により、セルラ通信システムの無線サービス範
囲を拡張することはある状況では有利である。中継ノードは、１つ以上のそれ自体のセル
を構成するか、或いは、基地局がカバーするセルを拡張するために使用され得る。
【０００３】
　ＬＴＥとしても既知であるＥ－ＵＴＲＡＮ（発展型汎用地上無線アクセス・ネットワー
ク）において、セルフ・バックホールは１つの中継技術であり、この技術は無線アクセス
・ネットワーク規格に含まれるものと考えられる。セルフ・バックホールの概念は、無線
基地局が、アンカー・セルとも呼ばれ、本明細書ではドナー・セルと呼ぶ別のセル経由で
ネットワークの残りの部分に無線で接続されることを意味する。ドナー・セルは、本明細
書においては、ドナーｅＮＢ（発展型ノードＢ）又はドナー・ノードと呼ぶｅＮＢにより
制御される。ドナーｅＮＢはアンカーｅＮＢとも呼ばれる。無線ｅＮＢを、本明細書では
中継ノード（ＲＮ）又は中継器と呼ぶものとする。中継器は、セルフ・バックホールｅＮ
Ｂ又はｓ－ｅＮＢとも呼ばれる。
【０００４】
　例えば、マイクロ波とも呼ばれるミニリンクのような特定の無線リンク技術による基地
局への無線バックホールが、長年使用されてきた。しかしながら、これら特定の技術は、
追加の通信装置又は特定の専用動作周波数帯域を必要とすることがあり、見通し条件を必
要とすることもあり得る。
【０００５】
　セルフ・バックホールの概念は、本明細書においてセルフ・バックホール・リンクと呼
ぶドナーｅＮＢと中継ノード間のリンクが、無線アクセス・リンクと同じ周波数スペクト
ラムを使用、つまり、重複した周波数帯で動作可能であることを意味し、ここで、無線ア
クセス・リンクは、ドナー・セル内のユーザ装置（ＵＥ）とも呼ばれる移動端末と、リレ
ー・ノードにより制御されるセル内のＵＥのためのアクセスを提供するものである。セル
フ・バックホール・リンクに使用する無線技術が、ドナー・セル及び中継ノードのセルの
それぞれにおいて使用されているものと基本的に同様であり、バックホールでのアプリケ
ーションに最適化するための幾つかの拡張を追加したものであることも一般的に想定され
る。例えば、ドナーｅＮＢ及び中継ノードが、それぞれのセル内のＵＥとの通信にＬＴＥ
無線アクセス技術を使用する場合、セルフ・バックホール・リンクもまたＬＴＥに基づく
ものであるか、少なくともＬＴＥに似た無線技術に基づくものとすべきである。周波数が
重複する信号は互いに干渉し、信号の受信を妨害し得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　中継ノードは、セルフ・バックホール・リンクを満足に受信することが望ましく、本発
明は、ドナーｅＮＢと中継ノード間のセルフ・バックホール・リンク及び中継ノードが制
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御するセル内の無線アクセス・リンクが同じ周波数スペクトラムで動作する場合に発生し
得る干渉の回避又は軽減を可能にする機構を提供する。これらの目的は、添付の特許請求
の範囲の独立請求項による方法及び装置により満たされる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一態様によれば、ドナーｅＮＢから中継ノードへの伝送と、中継ノードから中継ノード
に接続する少なくとも１つの移動端末への下りリンク伝送との間の干渉を回避又は軽減す
るための、無線通信システムの中継ノードにおける方法を提供する。本方法において、中
継ノードから移動端末への伝送に少なくとも１つの中断を設け、少なくとも１つの中断の
間に、ドナーｅＮＢからの伝送を受信する。
【０００８】
　別の態様によれば、中継ノードが、無線通信システムに設けられ、ドナーｅＮＢから中
継ノードへの伝送と、中継ノードから中継ノードに接続する少なくとも１つの移動端末へ
の下りリンク伝送との間の干渉を回避又は軽減する様に構成される。中継ノードは干渉回
避部を含み、干渉回避部は、中継ノードから移動端末への伝送に少なくとも１つの中断を
設ける様に構成される。中継ノードはさらに受信部を含み、受信部は、中断の間にドナー
ｅＮＢからの伝送を受信する様に構成される。
【０００９】
　さらに別の態様によれば、無線通信システムの前述した様な中継ノードに接続するドナ
ーｅＮＢは、ドナーｅＮＢから中継ノードへの伝送と、中継ノードから中継ノードに接続
する少なくとも１つの移動端末への下りリンク伝送との間の干渉を回避又は軽減する様に
構成される。ドナーｅＮＢは、時間シフト部を含み、時間シフト部は、中継ノード宛ての
サブフレームを、中継ノードの下りリンクのサブフレームに対し、１つ以上のＯＦＤＭシ
ンボル期間だけシフトする様に構成される。ドナーｅＮＢはさらに伝送部を含み、伝送部
は、時間シフトしたサブフレーム又はその他のサブフレームを中継ノードへ伝送する様に
構成される。
【００１０】
　さらに別の態様によれば、無線通信システムの干渉を回避又は軽減する様に構成された
システムが提供される。本システムは、ドナー・セルを制御するｅＮＢ及び中継ノードを
含む。少なくとも１つの移動端末が中継ノードに接続する場合、中継ノードは、移動端末
への伝送に少なくとも１つの中断を設け、この中断の間にドナー・セルを制御するｅＮＢ
からの伝送を受信する様に構成される。
【００１１】
　以上の種々の態様で、ドナーｅＮＢから中継ノードへの伝送及び中継ノードから移動端
末への下りリンク伝送は、これらの伝送が互いに干渉し得る１つの理由である重複する周
波数帯域で行わる。
【００１２】
　上述した方法、ノード及び構成に対し種々の実施形態が可能である。１つの例示的な実
施形態では、レガシー移動端末が知る下りリンク伝送サブフレーム・フォーマットを使用
することにより伝送の中断を設ける。本フォーマットがレガシー・ユーザに既知の場合、
実施形態は後方互換であり、レガシー・ユーザ及びその他のユーザの双方により使用する
ことができ、システム更新の後、総てのユーザが、レガシー装置を新しいものに変更する
か、更新されたバージョンに変更するまでには、幾らかの時間を要するので、このことは
有利である。
【００１３】
　別の実施形態では、サブフレームの内容が、サブフレームの３ＯＦＤＭシンボル未満に
割り当てられた参照シンボル及び制御信号に限定されている、下りリンク伝送サブフレー
ム・フォーマットの使用により、中断が設けられる。レガシー移動端末にも既知であり、
従ってレガシー移動端末の修正を要しないＭＢＳＦＮサブフレーム・フォーマットの使用
により、中断を設けることもできる。
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【００１４】
　一実施形態では、下りリンク・サブフレームに対し１つ以上のＯＦＤＭシンボル期間だ
け、ドナーｅＮＢから中継ノードへの伝送サブフレームを時間シフトする。この実施形態
は、無線アクセス・リンクのサブフレームの第１の部分とセルフ・バックホール・リンク
のサブフレームの選択部分との間の干渉を回避又は軽減することを可能にできる。時間シ
フトされるＯＦＤＭシンボル期間の数は、例えば中継ノードのセル内のサブフレームで使
用する制御領域の期間に基づき選択することができる。それにより、セルフ・バックホー
ル・リンクのサブフレームの第１の部分は、基本的に、無線アクセス・リンクのサブフレ
ームの第１の部分からの干渉を受けず、よって、性能を改善することができる。しかし、
セルフ・バックホール・リンクのサブフレームの幾つかの他の部分、例えば、最終部は、
代わりに干渉を受けることになる。
【００１５】
　さらに一実施形態では、ドナーｅＮＢから中継ノードへの伝送における少なくとも１つ
のサブフレームの最終部を、未使用で伝送することができる。この実施形態は、セルフ・
バックホール・リンクと無線アクセス・リンク間の干渉を、さらに、回避又は軽減するこ
とを可能にできる。未使用部分の時間長は、例えば、サブフレームの時間シフトするＯＦ
ＤＭシンボル期間数に依存するものとすることができる。
【００１６】
　任意の実施形態において、下りリンクの伝送に設ける中断数は、無線フレーム当たり、
１未満から複数の間で変化させることができる。
【００１７】
　一実施形態において、中断を設ける時点を決定し、下りリンク伝送に設ける中断の時間
間隔を関係する移動端末に通知するのは中継ノードである。必要であれば、中継ノードは
、下りリンクの伝送に設ける中断の時間間隔を、ドナーｅＮＢにも通知する。ドナーｅＮ
Ｂがセルフ・バックホール・リンクで伝送する時間を中継ノードが知っているか、予測で
きれば、ｅＮＢへの通知は不要であるかもしれない。
【００１８】
　別の実施形態において、中断を設ける時点を決定し、中継ノードが中断を設けるべき時
間を中継ノードに通知するのはドナーｅＮＢである。その場合、中継ノードは、下りリン
クの伝送に設ける中断の時間間隔を関係する移動端末に通知する。
【００１９】
　以上の例示的実施形態の種々の特徴は、必要性、要求条件又は嗜好に従い種々の方法で
組み合わせることができる。
【００２０】
　例示的実施形態により、添付する図面を参照して、本発明を以下においてより詳細に説
明する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】干渉を受けるセルフ・バックホール・リンクを示す図。
【図２】干渉を回避又は軽減する中継ノードにおける手順ステップの一実施形態を示すフ
ローチャート。
【図３ａ】実施形態で使用できる種々のサブフレーム構成を示す図。
【図３ｂ】実施形態で使用できる種々のサブフレーム構成を示す図。
【図４】実施形態で使用できる種々のサブフレーム構成を示す図。
【図５】干渉の回避又は軽減のために記載した手順の実施形態を使用する場合のリンク間
の関係の実施形態を示す図。
【図６】干渉の回避又は軽減のために記載した手順の実施形態を使用する場合のリンク間
の関係の実施形態を示す図。
【図７】干渉の回避又は軽減のために記載した手順の実施形態を使用する場合のリンク間
の関係の実施形態を示す図。
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【図８】中継ノード及びドナーｅＮＢの実施形態を示すブロック図。
【図９】中継ノード及びドナーｅＮＢの実施形態を示すブロック図。
【図１０】一実施形態による構成を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明は、セルフ・バックホール・リンクによる伝送と、このセルフ・バックホール・
リンクに接続するノードの１つと前記ノードが制御するセルによりサービスを受けるＵＥ
間の伝送との間の干渉を回避又は軽減するために利用できる。
【００２３】
　少なくとも部分的に同じ周波数スペクトラムで伝送が行われ、レガシーＵＥ、即ち、以
前のバージョンの伝送規格又はプロトコル等により通信するＵＥに対し、通信が後方互換
であることが望ましい場合、本発明は特に有用である。本発明を使用して他の類似の状況
における干渉を回避又は軽減することもできる。
【００２４】
　セルフ・バックホール・リンクと、ドナー及び／又は中継ノードのセル内の通信に、同
じ又は重複する周波数帯域を使用することは、ネットワーク運用会社にとって、幾つかの
理由により望ましい。理由の１つは、バックホール・リンク専用の追加の周波数帯域への
アクセスが必要でなくなることである。追加の周波数の取得は不可能又は高価であり得る
。さらに、バックホール・リンクの通信に専用である、特定の周波数又はリンク用装置の
追加の必要性が軽減される。さらに、セルフ・バックホールの使用は、多くの状況におい
て有用である非見通し伝送も可能にすることができる。
【００２５】
　本発明は、セルフ・バックホール・リンクと、中継ノードが制御するセル内の中継器－
ＵＥ伝送とに対し、重複する周波数帯域を使用する場合に生じ得る干渉問題と取り組むも
のである。この問題を図１で以下の様に示す。中継器が、そのセルの１つの中にあるＵＥ
１０８に伝送するのと同時に、ドナーｅＮＢ１０４は、セルフ・バックホール・リンク１
１０で中継ノード１０６に伝送する。中継ノードは、その場合、自身からＵＥへの伝送１
１２の信号を“聞き”、“聞いた”伝送１１２の信号は、ドナー・セルからの入力伝送と
干渉１１６する。これにより、中継ノードは、ドナー・セルからの入力伝送信号を正しく
検出することができず、重要な情報を獲得し損ねるかもしれない。
【００２６】
　しかしながら、中継ノード１０６からＵＥ１０８への下りリンク伝送１１２に対する中
断の挿入により、上述した干渉を回避することができる。これらの中断は、伝送信号にお
ける一定期間の“穴”又は“ギャップ”と看做すことができ、“穴”又は“ギャップ”の
間、中継器は、中継器が制御するセル内の下りリンク伝送１１２からの激しい干渉を受け
ることなく、セルフ・バックホール・リンク１１０で入力伝送信号を受信することができ
る。これは、セルフ・バックホール・リンクと中継ノードのセルにおけるアクセス・リン
クと間の時間多重として説明することもできる。
【００２７】
　伝送の中断は、種々の方法で実装することができる。しかしながら、例えば、セルフ・
バックホール・リンクを考慮していないことにより、上述した干渉問題が生じない、ＬＴ
Ｅ規格の３ＧＰＰ仕様のリリース８といった、早期の伝送プロトコルのバージョンで規定
される下りリンクの伝送方法に完全に準拠するレガシーＵＥのための後方互換を実装する
ことが強く望まれている。
【００２８】
　後方互換は、レガシーＵＥが以前のバージョンの伝送プロトコルに従い動作し、ＬＴＥ
規格の３ＧＰＰ仕様のリリース１０といった、より最近の、多くの変更が行われたバージ
ョンの伝送プロトコルに従い動作するＵＥ及びノードとの通信を可能にする。後方互換シ
ステムでは、レガシーＵＥは、必ずしも新しいバージョンを“意識”する必要はなく、新
しいバージョンへのアップグレート又は更新を行う必要はなく、これは利点である。
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【００２９】
　よって、好ましくは、レガシーＵＥに対し後方互換である様に、下りリンクの中断を設
けるべきである。これに伴う課題は、レガシーＵＥは、変更できない、下りリンク伝送の
あるフォーマットを期待することである。期待されているフォーマットの変更は、以前の
バージョンの伝送プロトコルに変更を行うことを要求し、これは厄介であり望ましくない
。
【００３０】
　ＬＴＥリリース８の通常のサブフレームを図３ａに示す。それは、レガシーＵＥが、通
常、期待するサブフレーム・フォーマットである。ＬＴＥサブフレームは、１ｍｓの期間
を有し、この期間は、一般に、１４ＯＦＤＭ（直交周波数分割多重）シンボルの期間に等
しい。一般に、サブフレームの最初の１－３のＯＦＤＭシンボルは制御情報に使用される
。さらに、これらの通常のユニキャスト・サブフレームには、幾つかの必須の参照シンボ
ルがあり、例えば、周波数‐時間グリッドに一様に分散される。これら参照シンボルは、
受信部により、例えば、伝送シンボルが伝搬するチャネルの推定に使用することができる
。
【００３１】
　一実施形態において、中継器の下りリンクの伝送における中断は、ＭＢＳＦＮ（マルチ
キャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワーク）サブフレームの使用により設けら
れる。その場合、ある下りリンクのサブフレームは、ＭＢＳＦＮサブフレームと定義され
る。ＭＢＳＦＮサブフレームを、例えば、リリース８のレガシーＵＥは知っており、ＭＢ
ＳＦＮ伝送のための大変異なる状態において使用されることも知っている。
【００３２】
　ＭＢＳＦＮサブフレームを図３ｂ及び図４に示す。一般に、ＭＢＳＦＮサブフレームの
最初の２つのＯＦＤＭシンボルは参照シンボル及び制御情報を含むことが定義されている
。これら最初の２つのシンボルは“セル特定”制御領域又はユニキャスト領域を構成する
。ＭＢＳＦＮサブフレームの残りの部分の内容は特定されていない。これは、通常のＬＴ
Ｅの下りリンクのサブフレームでは必須である分散された参照シンボルを除外することが
可能であることを意味する。よって、ＭＢＳＦＮサブフレームの主要部４０６は、空のま
ま、つまり、未使用で伝送することができる。ＭＢＳＦＮサブフレームの空白部４０６は
、一定の時間間隔の伝送の“穴”若しくは“ギャップ”又は伝送の中断と看做すことがで
きる。下りリンクの伝送のこの中断又は休止は、下りリンクからの干渉を受けることなく
、対応する時間間隔の間にドナーｅＮＢからの伝送信号を受信する機会を中継器に与える
。
【００３３】
　ユニキャスト領域４０４は、２つのアンテナポートでの伝送の場合におけるサブフレー
ムの最初のＯＦＤＭシンボルに参照シンボルを含み、４つのアンテナポートでの伝送の場
合におけるサブフレームの最初及び２番目のＯＦＤＭ－シンボルに参照シンボルを含む。
参照シンボルを含むことに加えて、この領域は、総て又は部分的にＬ１／Ｌ２制御信号、
つまり、ＨＡＲＱ（ハイブリッド自動反復要求）の承認及びスケジューリングの付与に同
意に使用される。別途言及されなければ、レガシーＵＥは、ＭＢＳＦＮサブフレームのユ
ニキャスト領域を除く総ての領域を無視する。
【００３４】
　ＭＢＳＦＮサブフレームとして定義される下りリンクのサブフレーム数は、フレーム当
たり幾つかのサブフレームから、フレーム当たり１未満のサブフレーム、例えば、４フレ
ーム毎に１サブフレーム、で変化させることができる。ＭＢＳＦＮサブフレームの数は、
例えば、セルフ・バックホール・リンクの通信量に従い変化させることができる。一般に
、１フレーム又は１無線フレームは、１０サブフレームを含んでいる。
【００３５】
　一実施形態において、中継ノードは、ＭＢＳＦＮサブフレームとして定義するのに適し
たサブフレームを決定する。中継ノードは、続いて、ＭＢＳＦＮサブフレームを下りリン
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クで伝送する時点を、ドナーｅＮＢ及び関係するＵＥに伝達する。それにより、ドナーｅ
ＮＢは、セルフ・バックホール・リンクでの中継器への伝送に有利／適する時間間隔を“
知る”。
【００３６】
　本発明の別の実施形態において、ドナーｅＮＢは、セルフ・バックホール・リンクでの
中継ノードへの伝送時間及び中継ノードにおいてＭＢＳＦＮサブフレームとして定義すべ
きサブフレームを決定する。ドナーｅＮＢは、続いて、ＭＢＳＦＮサブフレームを下りリ
ンクで伝送する時点を中継ノードに伝達し、中継ノードは、ＭＢＳＦＮサブフレームにつ
いてＵＥに通知する。ドナーｅＮＢは、中継器がＭＢＳＦサブフレームを下りリンクで伝
送している時間間隔において、セルフ・バックホール・リンクでの伝送を行うので、中継
器は、セルフ・バックホール・リンクで期待される伝送の時間間隔又は時点を“知る”。
【００３７】
　別の実施形態において、セルフ・バックホール・リンクにおけるドナーｅＮＢからの伝
送の発生を、中継ノードは知っているか、予測可能である。例えば、中継ノードが知って
いる、或いは、中継ノードが予測できる一定の方法で、伝送の発生をスケジュールするこ
とができる。セルフ・バックホール・リンクでの入力伝送信号が期待されるとき、中継ノ
ードは、下りリンクにＭＢＳＦＮサブフレームを挿入することにより、ドナーｅＮＢから
の伝送に適応することができる。中継ノードは、ＭＢＳＦＮサブフレームが期待される時
点をＵＥにも通知する。この実施形態において、ドナーｅＮＢは、ＭＢＳＦＮサブフレー
ムの挿入を認識しない。
【００３８】
　セルフ・バックホール・リンクと、ＲＮ－ＵＥリンクの両方がＬＴＥに基づくものであ
り、同じサブフレーム構成を有する場合、図５に示す様に、中継器の下りリンク伝送信号
の制御領域５０８は、セルフ・バックホールの伝送信号の対応部５０６と激しく干渉する
ことにる。セルフ・バックホールの伝送信号の対応部が特に重要と考えられる場合、これ
は特に問題となる。サブフレームの第１の部分のこの干渉を回避又は軽減するために、図
６に概略を示す様に、セルフ・バックホール・リンクの時間をずらす、つまり、時間シフ
トすることができる。中継器の下りリンクで伝送されるサブフレームの制御領域６０８の
長さが１ＯＦＤＭシンボルであれば、ずれ６０４は、少なくとも１ＯＦＤＭシンボル期間
とすべきである。同様に、中継ノードの下りリンクで伝送されるサブフレームの制御領域
６０８の長さが２ＯＦＤＭシンボルであれば、ずれ６０４は、少なくとも２ＯＦＤＭシン
ボル期間とすべきである。
【００３９】
　ずらしの使用はセルフ・バックホール・リンクにおけるサブフレームの第１の部分の干
渉問題を回避又は軽減することになるが、サブフレームの別の部分に干渉を移動させるこ
とになる。例えば、セルフ・バックホール・リンクにおけるサブフレームの最終部６０６
は、中継器のセルにおける後続のサブフレームの伝送により厳しく干渉され得る。
【００４０】
　上述した干渉は、図７に示す別の可能な実施形態で回避することができる。セルフ・バ
ックホール・リンクのサブフレーム最終部において中継器の下りリンクからの干渉が発生
する場合、セルフ・バックホール・リンクにおけるサブフレーム長は、干渉を回避又は軽
減するために短縮することができる。換言すれば、サブフレームの長さは、ずれ量７０４
に依存させることができ、よって、例えば、中継器の下りリンクのサブフレームにおける
ユニキャスト領域７０８の長さに依存させることができる。従って、図７に示す様に、ド
ナーｅＮＢは、通常のサブフレーム期間の最終部７０６の間はセルフ・バックホール・リ
ンクにおける伝送を控える。
【００４１】
　あるいは、ドナーｅＮＢは、セルフ・バックホール・リンクにおけるサブフレームの最
終部の間にも伝送し、セルフ・バックホール・リンクに適用するチャネル符号化を、干渉
を十分に克服するものとする。
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　図５から図７は、部分的に干渉を受ける複数の連続するＭＢＳＦＮサブフレームと“セ
ルフ・バックホール・リンクのサブフレーム”を示している。しかしながら、下りリンク
に設ける中断と、セルフ・バックホール・リンクにおける伝送は、上述したシナリオに限
定されない。中断を含む下りリンクのサブフレーム数は、フレーム当たり幾つかのサブフ
レームから、フレーム当たり１未満のサブフレームに変化させることができる。
【００４３】
　図８は一実施形態による無線通信システムの中継ノード８００を示す。中継ノード８０
０は、ドナーｅＮＢから中継ノードへの伝送８０８と、中継ノード８００から中継ノード
に接続する（図示しない）少なくとも１つの移動端末への下りリンク伝送８０６との間の
干渉を回避又は軽減する様に構成される。中継ノード８００は、干渉回避部８０２を含み
、干渉回避部８０２は、中継ノード８００から移動端末への伝送８０６の信号に少なくと
も１つの中断を設ける様に構成される。中継ノード８００は、さらに受信部８０４を含み
、受信部８０４は、中断の間にドナーｅＮＢからの伝送８０８の信号を受信する様に構成
される。
【００４４】
　図９は一実施形態による無線通信システムにおいて（図示しない）中継ノードに接続す
るドナーｅＮＢ９００を示している。ドナーｅＮＢ９００は、ドナーｅＮＢから中継ノー
ドへの伝送９０６と、中継ノードから中継ノードに接続する（図示しない）少なくとも１
つの移動端末への（図示しない）下りリンク伝送との間の干渉を回避又は軽減する様に構
成される。ドナーｅＮＢは、時間シフト部９０２を含み、時間シフト部９０２は、中継ノ
ードの下りリンクのサブフレームに対して、１つ以上のＯＦＤＭシンボル期間だけ中継ノ
ード宛てのサブフレームを時間シフトする様に構成される。ドナーｅＮＢ９００は、さら
に伝送部９０４を含み、伝送部９０４は、時間シフトしたサブフレーム又はその他のサブ
フレームを中継ノードに伝送する様に構成される。
【００４５】
　図８及び図９は、中継ノード８００及びｅＮＢ９００の種々の機能部を単に論理的意味
で図示するにすぎないことに留意すべきである。しかしながら、実際には、当業者はあら
ゆる適するソフトウェア及びハードウェアを使用してこれらの機能を自由に実装できる。
従って、本発明は、一般に図示する中継ノード８００及びｅＮＢ９００の構成に限定され
ない。
【００４６】
　図１０は一実施形態によるシステム１０００を示す。システム１０００は、無線通信シ
ステムにおける干渉を回避又は軽減する様に構成される。システムはドナー・セル１００
２を制御するｅＮＢ１００４と、中継ノード１００６を含む。少なくとも１つの移動端末
１００８が、中継ノードに接続する場合、中継ノードは、移動端末１００８への伝送１０
１２に少なくとも１つの中断を設け、設けた中断の間にドナー・セル１００２を制御する
ｅＮＢ１００４からの伝送１０１０の信号を受信する様に構成される。
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